
仕事と生活の調和 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯広市 
「ワーク・ライフ・バランス宣言」 

 
帯広市では、ワーク・ライフ・

バランスの実現に向けて、時間外
勤務の縮減や年次有給休暇の取
得促進、業務の改善・効率化、育
児休業等を活用しやすい職場環
境づくりなどの取り組みを進め
ています。 
職員一人ひとりが主体的に自

分自身や他の職員、家族等のため
に、ワーク・ライフ・バランス等
に取り組み、安心して働き続けら
れる職場づくりを進めるため、市
役所で働くすべての職員を対象
に宣言を行い、宣言内容の共有や
実施状況について振り返りを実
施しています。 

 15歳以上で（1年間に 30日以上） 

ふだん家族を介護している人 
 
 
 
 
育児と介護を同時に担う 
「ダブルケア」をする人 
 
 
 
 
家族の介護や看護を 
理由とした    

2016年以降 

男性が女性を 

上回っています 

男性/2：26 

女性/2：21 

女性 

男性   

仕事も生活も大切！ 
「働き方改革」で 

働きやすく・休みやすく 

 

 

 

令和４年度厚生労働省雇用均等基本調査 

人口：107、124 千人中 
（令和 4年/総務省） 
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育児の時間 家事・育児関連

〈夫の家事・育児/諸外国との比較〉 
内閣府男女共同参画 平成30年5月号 

離職・転職 
全体の 

75.8％が女性 
（平成 28年/内閣府） 

家事の得意不得意に 
性別は関係ありません 
家族のシェアや 
お互いのサポートで 
どんな家事も 
出来るようにして 
それぞれの予定や 
休暇を大事にしよう 

１９９７(H9)年以降逆転↑共働き世帯
    

昭和 55 年  

平成 29 年

総務省/社会生活基本調査 

★夫の家事・育児時間はやや増加 
★妻の育児時間が増加 

（） 

13 年 31 分/3 時間 41 分 
令和 3 年  51 分/3 時間 24 分 

13 年    48 分/7 時間 41 分 
令和 3 年 1 時間 54 分/7 時間 28 分 

家事、介護・看護、
育児、買い物 

「ワーク・ライフ・バランスとは、性別・年齢を問わず、一人ひとりが仕事と自分の

時間のバランスをうまく使い、仕事も自分の時間も充実させること。」日々の暮らし

の充実があってこそ、生きがいや喜びは倍増します。 

時間 


